
 

地域密着型通所介護について 

 

平成２８年４月１日から、利用定員が１８人以下の通所介護事業所は、 

「地域密着型通所介護事業所」となりました。 

 

   介護保険法の改正により、小規模な通所介護事業所（利用定員１８人以下）に 

ついては、平成２８年４月１日から「地域密着型通所介護」として地域密着型サ 

ービスに移行されました。 

  

◎主な変更点 

 

埼 玉 県        川 島 町 

 

 指定を行う機関が川島町に変わります。 

 

◎川島町に変わったことによって 

 

川島町高齢者福祉計画及び介護保険運営推進協議会・川島町地域包 

括支援センター運営協議会で協議を行うことになりました。 

協議を行う内容は以下の内容です。 

 

・事業者の指定、変更、廃止に関する事項 

・事業者の指定基準、報酬基準に関する事項 

・運営に関する事項 

 

  ◎実地指導について 

   施設の適正な運営の確保と利用者の安心・安全なサービスが提供さ 

れるように指導・監査を行いました。 

日時：平成２８年１２月２２日（木）午前９時から 

  内容：施設の設備点検、書類の点検 



 

みどりの郷あすか川島デイセンターについて 

 

事業所名 みどりの郷あすか川島デイセンター 

所在地・連絡先 （住所）川島町大字吹塚８１９ 

（電話）０４９－２９９－０８８８ 

（FAX） ０４９－２９９－０８８９ 

営業日 月曜日～土曜日（祝祭日含む、年末年始除く） 

営業時間 ８：３０～１７：３０ 

利用定員数 １４名 

 

サービスの内容 

・食事       ・入浴 

・排泄       ・機能訓練 

・生活指導     ・健康チェック 

・相談及び援助   ・送迎 

 

利用者数 

（１）直近１年間の月別利用者数 

 H27年 H27年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 H28年 

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

合計 206 199 183 208 229 237 212 230 217 247 283 291 

日平均 8.2 7.7 7.6 8.3 8.5 9.1 8.5 8.9 8.4 9.2 10.9 11.1 

 

（２）要介護度別利用者数 

 

要支援 １人   要支援 ２人    要支援（計） ３人  

 

要介護１ １２人  要介護２ ６人   要介護３ ４人 

要介護４  ５人  要介護５ １人  要介護（計） ２８人 


